
証券コード　2754
平成29年６月９日

株 主 各 位
千葉県松戸市小金きよしケ丘三丁目21番地の１
株 式 会 社 東 葛 ホ ー ル デ ィ ン グ ス

代表取締役社長 石 塚 俊 之

第51期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第51期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月27日（火曜日）
午後７時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 千葉県柏市末広町14－１

ザ・クレストホテル柏　４階　クレストルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第51期（平成28年４月１日から平成29年３月31日ま

で）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第51期（平成28年４月１日から平成29年３月31日ま
で）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役３名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

◎なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合には、
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.tkhd.co.jp/）に掲載させていた
だきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで ）

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度（平成28年４月１日～平成29年３月31日）におけるわ

が国の経済環境は、個人消費の改善の動きは依然として緩やかであるもの
の、企業収益は持ち直しの動きをみせ、雇用環境等も改善の動きを続けて
いる等、全体では緩やかに回復しつつある状況で推移しております。

このような環境のなか、当社グループにおいて中核事業である自動車販
売関連事業が属する自動車販売業界では、届出車（軽自動車）の販売は燃
費不正問題の影響により前期を下回る状況で推移したものの、登録車（普
通自動車）の販売が好調に推移したこと等から当連結会計年度の国内新車
販売台数は5,077,903台（登録車（普通自動車）・届出車（軽自動車）の
合計。前期比2.8％増）となりました。

当社グループにおける当連結会計年度のセグメント毎の状況につきまし
ては以下のとおりであります。

新車販売につきましては、届出車についてはホンダ製の軽自動車は上記
燃費不正問題の影響がなかったこと、登録車においても量販車種のモデル
チェンジの効果等により販売台数は2,096台（前期比1.1％増）となりまし
た。また、登録受取手数料等の手数料収入は減少したものの、整備業務を
行うサービス売上は増加したことから、売上高は57億95百万円（前期比
3.6％増）となりました。

中古車販売につきましては、新車販売からの下取車の他、オークション
等による外部仕入により販売車両の確保に注力しましたが、販売台数は
2,003台（前期比4.5％減。内訳：小売台数810台（前期比14.0％減）、卸
売台数1,193台（前期比3.3％増)）となりました。１台当たりの販売価格
が前期を上回ったこと、また、登録受取手数料等の手数料収入は減少しま
したが、サービス売上が増加したこと等から、売上高は13億17百万円（前
期比2.7％増）となりました。

その他につきましては、生命保険・損害保険代理店業関連事業では、前
期に開設した新店舗が通期で売上に寄与したことから保険契約件数及び保
険取扱手数料はともに増加しました。売上高は１億６百万円（前期比
15.5％増）となりました。
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以上の結果、当社グループの売上高は72億19百万円（前期比3.6％増）
となりました。

損益につきましては、営業利益は４億12百万円（前期比9.8％増）、経
常利益は４億21百万円（前期比11.8％増）、親会社株主に帰属する当期純
利益は２億76百万円（前期比16.7％増）となりました。これは全ての事業
において売上高が前期比で増加したこと、経費についても見直し等に努め
た結果、販管費等が前期比で減少したことによるものです。

②　設備投資の状況
当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は１億51百万円で

あります。その主なものは土地の購入１億24百万円であります。

③　資金調達の状況
該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第 48 期

(平成26年３月期)
第 49 期

(平成27年３月期)
第 50 期

(平成28年３月期)

第 51 期
(当連結会計年度)
(平成29年３月期)

売 上 高 7,465,717 7,312,147 6,971,772 7,219,968

経 常 利 益 476,300 462,293 376,703 421,032
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

271,217 282,508 236,787 276,448

１株当たり当期純利益(円) 56.16 58.50 49.02 57.13

総 資 産 額 7,108,242 6,921,357 6,521,453 6,315,767

純 資 産 額 3,082,267 3,320,415 3,513,547 3,746,631

１株当たり純資産額(円) 636.14 684.70 722.57 769.71
（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式

総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行
済株式総数に基づき算出しております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
株 式 会 社 ホ ン ダ カ ー ズ 東 葛 50百万円 100.0％ 自 動 車 販 売 関 連 事 業
株 式 会 社 テ ィ ー エ ス シ ー 50百万円 100.0％ 自 動 車 販 売 関 連 事 業
株 式 会 社 東 葛 プ ラ ン ニ ン グ 50百万円 100.0％ 生命保険・損害保険代理店業関連事業
株式会社東葛ボディーファクトリー 50百万円 100.0％ 鈑 金 塗 装 事 業

（注）当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりで
あります。

特 定 完 全 子 会 社 の 名 称 株 式 会 社 ホ ン ダ カ ー ズ 東 葛
特 定 完 全 子 会 社 の 住 所 千葉県松戸市小金きよしケ丘３丁目21番地の１
当社及び当社の完全子会社における特定
完全子会社の株式の帳簿価額の合計額 2,017,376千円

当 社 の 総 資 産 額 2,780,929千円
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⑷　対処すべき課題
自動車業界全体においては、少子高齢化や車両保有期間の長期化、ダウン

サイジング指向等、１台当たりの売上高及び収益の減少傾向が続いておりま
す。

このような状況のなかで、主力である自動車販売関連事業においては、新
規顧客の来場促進はもちろん、既存顧客の守りの強化を推進して参ります。
具体的には電話、メール、ＤＭ等による接触から、従来基本であった対面に
よる営業活動の強化をして参ります。

また、中古車、サービス、保険といった基盤収益の安定拡大を図り新車販
売台数の減少等に直接影響を受けにくい体質強化を進めて参ります。

生命保険・損害保険代理店業関連事業においては、４月からの標準利率大
幅引き下げ等により厳しい状況とはなりますが、昨年10月に開設したベイシ
アちば古市場店、一昨年に開設したベイシア八街店の早期安定に注力をいた
します。

競争が激化するなか、顧客目線での分かりやすい丁寧な説明や販売、集客
活動を心がけ、地域で選ばれる店造りを進めて参ります。

また、事業規模拡大のためにＭ＆Ａ等にも積極的に取り組んで参ります。
株主の皆様におかれましては何とぞ引き続きご支援、ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申しあげます。

⑸　主要な事業内容（平成29年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

新 車 販 売 (自 動 車 販 売 関 連 事 業 )
本田技研工業株式会社の四輪新車を販売して
おります。そのほか自動車の整備等を行って
おります。

中 古 車 販 売 (自 動 車 販 売 関 連 事 業 )

本田技研工業株式会社の中古車を販売してい
る店舗、全メーカーの中古車を販売している店
舗がございます。そのほか自動車の整備等を
行っております。

生命保険・損害保険代理店業関連事業
フランチャイジーとして保険ショップ「ライフ
サロン」を出店し、生命保険・損害保険商品を
販売しております。

鈑 金 塗 装 事 業
新車販売、中古車販売からの依頼による鈑金塗
装のほか、顧客等から直接の依頼による鈑金塗
装も行っております。
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⑹　主要な営業所及び工場（平成29年３月31日現在）
①　当社

当社は本社のみの持株会社であり、営業店舗及び工場はございません。
本 社 千葉県松戸市小金きよしケ丘

②　主要子会社
株式会社ホンダカーズ東葛

北 小 金 店 千葉県松戸市小金きよしケ丘
柏 1 6 号 店 千 葉 県 柏 市 柏
五 香 店 千 葉 県 松 戸 市 五 香 西
千 葉 ニ ュ ー タ ウ ン 西 店 千 葉 県 白 井 市 七 次 台
鎌 ヶ 谷 店 千 葉 県 鎌 ヶ 谷 市 鎌 ヶ 谷
南 柏 店 千 葉 県 柏 市 新 富 町
流 山 店 千 葉 県 流 山 市 加
松 戸 東 店 千 葉 県 松 戸 市 大 橋
我 孫 子 ６ 号 店 千 葉 県 我 孫 子 市 根 戸

株式会社ティーエスシー
ホンダオートテラス松戸 千 葉 県 松 戸 市 二 ツ 木
ホンダオートテラス我孫子 千 葉 県 我 孫 子 市 根 戸
千 葉 流 山 イ ン タ ー 店 千 葉 県 流 山 市 三 輪 野 山

株式会社東葛プランニング
新 松 戸 店 千 葉 県 松 戸 市 新 松 戸
カ イ ン ズ ホ ー ム 佐 倉 店 千 葉 県 佐 倉 市 寺 崎 北
ベ イ シ ア 八 街 店 千 葉 県 八 街 市 八 街
ベ イ シ ア ち ば 古 市 場 店 千葉県千葉市緑区古市場町

株式会社東葛ボディーファクトリー
鈑 金 塗 装 部 千 葉 県 松 戸 市 松 戸
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⑺　使用人の状況（平成29年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

新 車 販 売 (自 動 車 販 売 関 連 事 業 ) 98 (7）名 ５ 名 減 （ １ 名 減 ）
中古車販売(自動車販売関連事業) 17 (2）名 ２ 名 減 （ 増 減 な し ）
生命保険・損害保険代理店業関連事業 7 (8）名 ２ 名 増 （ ３ 名 増 ）
鈑 金 塗 装 事 業 12 (-）名 増 減 な し （ 増 減 な し ）
全 社 ( 共 通 ) 10 (-）名 ２ 名 増 （ 増 減 な し ）

合 計 144 (18）名 ３ 名 減 （ １ 名 増 ）
（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に

年間の平均人員を外数で記載しております。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に

区分できない管理部門に所属しているものであります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

10 (-）名 ２ 名 増 （ 増 減 な し ） 43.1歳 15.9年
（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間

の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 千 葉 銀 行 772,712千円
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 648,191千円

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（平成29年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 16,920,000株
② 発行済株式の総数 4,840,000株
③ 株 主 数 621名
④ 大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

齋 藤 國 春 1,607,000株 33.21％
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 225,000株 4.65％
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 225,000株 4.65％
あ い お い ニ ッ セ イ 同 和
イ ン シ ュ ア ラ ン ス サ ー ビ ス 株 式 会 社 225,000株 4.65％

東 葛 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 従 業 員 持 株 会 170,400株 3.52％
Ｂ Ｂ Ｈ 　 Ｆ Ｏ Ｒ 　 Ｆ Ｉ Ｄ Ｅ Ｌ Ｉ Ｔ Ｙ
ＰＵＲＩＴＡＮ　ＴＲ：　ＦＩＤＥＬＩＴＹ
Ｓ Ｒ 　 Ｉ Ｎ Ｔ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ Ｉ Ｃ
ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＩＥＳ　ＦＵＮＤ

150,000株 3.10％

石 塚 俊 之 109,700株 2.26％
松 下 吉 孝 109,700株 2.26％
稲 　 田 　 麻 衣 子 105,000株 2.17％
林 　 未 香 94,600株 1.95％

（注）持株比率は自己株式（1,701株）を控除して計算しております。

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日における当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況
第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ２ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 平成23年６月27日 平成24年６月27日
新 株 予 約 権 の 数 27個 29個
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　27,000株
(新株予約権１個につき1,000株)

普通株式　　　　29,000株
(新株予約権１個につき1,000株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額

新株予約権１個当たり
101,000円

(１株当たり　101円)
新株予約権の払込金額は、割
当日時点の公正価値（ブラッ
ク・ショールズ・モデルに基
づき算定）相当額でありま
す。

新株予約権１個当たり
110,000円

(１株当たり　110円)
新株予約権の払込金額は、割
当日時点の公正価値（ブラッ
ク・ショールズ・モデルに基
づき算定）相当額でありま
す。
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第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ２ 回 新 株 予 約 権

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
1,000円

(１株当たり　１円)

新株予約権１個当たり
1,000円

(１株当たり　１円)
新株予約権の行使に際して株式
を発行する場合における資本金
および資本準備金に関する事項

（注）１
（注）２

（注）１
（注）２

権 利 行 使 期 間 平成23年７月28日から
平成53年７月27日まで

平成24年７月28日から
平成54年７月27日まで

行 使 の 条 件 （注）３ （注）３
譲渡による新株予約権の取得の制限 （注）４ （注）４

役 員 の
保有状況 取 締 役

新株予約権の数　　　 25個
目的となる株式数 25,000株
保有者数　　　　　　　4名

新株予約権の数　　　 26個
目的となる株式数 26,000株
保有者数　　　　　　　4名

第 ３ 回 新 株 予 約 権 第 ４ 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 平成25年６月26日 平成26年６月25日
新 株 予 約 権 の 数 22個 19個
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　22,000株
(新株予約権１個につき1,000株)

普通株式　　　　19,000株
(新株予約権１個につき1,000株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額

新株予約権１個当たり
164,000円

(１株当たり　164円)
新株予約権の払込金額は、割
当日時点の公正価値（ブラッ
ク・ショールズ・モデルに基
づき算定）相当額でありま
す。

新株予約権１個当たり
214,000円

(１株当たり　214円)
新株予約権の払込金額は、割
当日時点の公正価値（ブラッ
ク・ショールズ・モデルに基
づき算定）相当額でありま
す。

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
1,000円

(１株当たり　１円)

新株予約権１個当たり
1,000円

(１株当たり　１円)
新株予約権の行使に際して株式
を発行する場合における資本金
および資本準備金に関する事項

（注）１
（注）２

（注）１
（注）２

権 利 行 使 期 間 平成25年７月27日から
平成55年７月26日まで

平成26年７月26日から
平成56年７月25日まで

行 使 の 条 件 （注）３ （注）３
譲渡による新株予約権の取得の制限 （注）４ （注）４

役 員 の
保有状況 取 締 役

新株予約権の数　　　 20個
目的となる株式数 20,000株
保有者数　　　　　　　4名

新株予約権の数　　　 18個
目的となる株式数 18,000株
保有者数　　　　　　　4名
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第 ５ 回 新 株 予 約 権 第 ６ 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 平成27年６月26日 平成28年６月27日
新 株 予 約 権 の 数 18個 191個
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　18,000株
(新株予約権１個につき1,000株)

普通株式　　　　19,100株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額

新株予約権１個当たり
243,000円

(１株当たり　243円)
新株予約権の払込金額は、割
当日時点の公正価値（ブラッ
ク・ショールズ・モデルに基
づき算定）相当額でありま
す。

新株予約権１個当たり
24,600円

(１株当たり　246円)
新株予約権の払込金額は、割
当日時点の公正価値（ブラッ
ク・ショールズ・モデルに基
づき算定）相当額でありま
す。

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
1,000円

(１株当たり　１円)

新株予約権１個当たり
100円

(１株当たり　１円)
新株予約権の行使に際して株式
を発行する場合における資本金
および資本準備金に関する事項

（注）１
（注）２

（注）１
（注）２

権 利 行 使 期 間 平成27年７月25日から
平成57年７月24日まで

平成28年７月28日から
平成58年７月27日まで

行 使 の 条 件 （注）３ （注）３
譲渡による新株予約権の取得の制限 （注）４ （注）４

役 員 の
保有状況 取 締 役

新株予約権の数　　　 16個
目的となる株式数 16,000株
保有者数　　　　　　　4名

新株予約権の数　　  191個
目的となる株式数 19,100株
保有者数　　　　　　　4名

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
の端数が生じる場合は、これを切り上げます。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する
資本準備金の額は、（注）１に記載の資本金等増加限度額から
（注）１で定める増加する資本金の額を減じた額とします。

３．新株予約権者は、当社及び連結子会社の取締役、監査役及び執
行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内
（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約
権を行使することができるものとします。

４．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議
による承認を要するものとします。
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予
約権の状況

第 ６ 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 平成28年６月27日
新 株 予 約 権 の 数 13個
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　 　　1,300株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額

新株予約権１個当たり
24,600円

(１株当たり　246円)
新株予約権の払込金額は、割
当日時点の公正価値（ブラッ
ク・ショールズ・モデルに基
づき算定）相当額でありま
す。

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

(１株当たり　１円)
新株予約権の行使に際して株式
を発行する場合における資本金
および資本準備金に関する事項

（注）１
（注）２

権 利 行 使 期 間 平成28年７月28日から
平成58年７月27日まで

行 使 の 条 件 （注）３
譲渡による新株予約権の取得の制限 （注）４
使用人等
への交付
状況

子 会 社 の 役 員
新株予約権の数　　　 13個
目的となる株式数　1,300株
交付者数　　　　　　　1名

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
の端数が生じる場合は、これを切り上げます。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する
資本準備金の額は、（注）１に記載の資本金等増加限度額から
（注）１で定める増加する資本金の額を減じた額とします。

３．新株予約権者は、当社及び連結子会社の取締役、監査役及び執
行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内
（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約
権を行使することができるものとします。

４．譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議
による承認を要するものとします。
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 石 塚 俊 之
株式会社東葛プランニング代表取締役社長
株式会社ホンダカーズ東葛代表取締役会長
株 式 会 社 テ ィ ー エ ス シ ー 取 締 役

代表取締役副社長 松 下 吉 孝

事 業 戦 略 本 部 長
新 車 事 業 部 長
株式会社ホンダカーズ東葛代表取締役社長
株式会社東葛ボディーファクトリー代表取締役社長
株 式 会 社 テ ィ ー エ ス シ ー 代 表 取 締 役 会 長

常 務 取 締 役 吉 井 　 徹

管 理 本 部 長
株 式 会 社 ホ ン ダ カ ー ズ 東 葛 取 締 役
株 式 会 社 東 葛 プ ラ ン ニ ン グ 取 締 役
株式会社東葛ボディーファクトリー取締役

取 締 役 伊 藤 淳 一
中 古 車 事 業 部 長
株 式 会 社 テ ィ ー エ ス シ ー 代 表 取 締 役 社 長
株 式 会 社 ホ ン ダ カ ー ズ 東 葛 取 締 役

常 勤 監 査 役 川 合 高 久

株 式 会 社 ホ ン ダ カ ー ズ 東 葛 監 査 役
株 式 会 社 テ ィ ー エ ス シ ー 監 査 役
株 式 会 社 東 葛 プ ラ ン ニ ン グ 監 査 役
株式会社東葛ボディーファクトリー監査役

監 査 役 羽多埜　静　夫

監 査 役 佐 藤 裕 一
公 認 会 計 士
株 式 会 社 シ モ ジ マ 社 外 監 査 役
シンデン･ハイテックス株式会社社外監査役

監 査 役 熊 澤 亮 輔
税 理 士
熊 澤 会 計 事 務 所 所 長
株 式 会 社 関 東 財 務 シ ス テ ム 代 表 取 締 役

（注）１．監査役佐藤裕一氏及び監査役熊澤亮輔氏は、社外監査役であり
ます。

２．当社は、監査役佐藤裕一氏を株式会社東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．常勤監査役川合高久氏、監査役佐藤裕一氏及び監査役熊澤亮輔
氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。
常勤監査役川合高久氏は、当社の総務部（現管理部）に昭和61
年５月から平成15年６月まで在籍し、通算18年にわたり決算手
続き並びに財務諸表等の作成に従事しておりました。
監査役佐藤裕一氏は、公認会計士の資格を有しております。
監査役熊澤亮輔氏は、税理士の資格を有しております。
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②　取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額
取 締 役 ４　名 35,098　千円
監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４　名
（２）名

8,140　千円
（1,800）千円

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

８　名
（２）名

43,238　千円
（1,800）千円

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成20年６月26日開催の第42期定時
株主総会において年額200,000千円以内（役員賞与を含む。た
だし、使用人分給与・賞与は含まない。）と決議いただいてお
ります。また、別枠で平成23年６月27日開催の第45期定時株
主総会において、ストック・オプション報酬額として年額
100,000千円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成20年６月26日開催の第42期定時
株主総会において年額100,000千円（役員賞与を含む。）と決
議いただいております。

４．上記の報酬等の額には以下のものが含まれております。
ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る
当事業年度における費用計上額4,698千円（取締役４名に対し
4,698千円）

５．上記のほか、子会社であります株式会社ホンダカーズ東葛に兼
務している取締役１名に対して25,200千円の報酬等を同社よ
り支給しております。なお、同社の取締役の報酬限度額は年額
200,000千円以内（役員賞与を含む。）と決議いただいており
ます。

６．上記のほか、子会社であります株式会社ティーエスシーに兼務
している取締役１名に対して19,600千円の報酬等を同社より
支給しております。なお、同社の取締役の報酬限度額は年額
200,000千円以内（役員賞与を含む。）と決議いただいており
ます。
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③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

監査役佐藤裕一氏は株式会社シモジマ社外監査役並びにシンデン･ハ
イテックス株式会社社外監査役を兼務しております。なお、当社と各兼
職先との間に特別な関係はありません。

監査役熊澤亮輔氏は熊澤会計事務所所長及び株式会社関東財務システ
ム代表取締役を兼務しております。なお、当社と各兼職先との間に特別
な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
出席状況及び発言状況

監査役　佐藤　裕一
当事業年度に開催された取締役会17回のうち６回、監査役会３
回のうち３回に出席いたしました。公認会計士としての専門的
見地から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

監査役　熊澤　亮輔
当事業年度に開催された取締役会17回のうち６回、監査役会３
回のうち３回に出席いたしました。税理士としての専門的見地
から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項が定める
最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

④　社外取締役を置くことが相当でない理由
当社は、当事業年度の末日において社外取締役を置いておりません。
当社の経営体制は社内取締役４名、監査役４名（うち社外監査役２名）

の計８名で構成されており、当社の規模等を踏まえますと、現行の体制が
最も機動的かつ効率的な経営を行える体制と判断しておりましたので、社
外取締役選任による取締役の員数増はこのような機動性かつ効率性の阻害
要因となりかねないこと、また、当社の創業者である齋藤國春氏が33.2％
の当社株式を有する大株主であり、創業者によるガバナンスが効いている
ことなどから、社外取締役を置くことは相当ではないと判断いたしました。
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⑷　会計監査人の状況
①　名　　　称　　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

②　報酬等の額
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 と し て の 報 酬 等 の 額 13,500千円
当 社 及 び 子 会 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 う べ き
金 銭 そ の 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 13,500千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく
監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に
区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
おります。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂
行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかどうかについ
て必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につい
て同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし
ます。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

イ．当社及びその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という）
は、個々の役員・従業員等が遵守すべきものとして全社が「コンプライ
アンス規程」を定め、取締役及び使用人はこれに従って、職務の執行に
あたるものとします。

ロ．当社は、取締役の中から当社グループの「コンプライアンスオフィサ
ー」を任命します。コンプライアンスオフィサーはコンプライアンス上
の重要な問題の検討とともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図
り、啓発・教育を行い各職員のコンプライアンスの意識高揚に努めてい
きます。

ハ．違反行為等の早期発見と是正を目的とする報告体制として、当社グル
ープはコンプライアンスオフィサーを情報受領者とする「内部通報制
度」を構築し、効果的な運用を図ります。

ニ．社長直轄とする内部監査室を置き、当社グループの業務執行及びコン
プライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果を社長
及び監査役に報告します。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につ

いては、全社が「文書管理規程」等の社内規程に従い、適切に保存・管
理します。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社グループは、経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制

を全社が「リスク管理規程」に定め、これに基づきリスク管理体制を整
備、構築することによって適切なリスク対応を図ります。

ロ．当社グループは、経営活動上のリスクとして、外部環境リスク・業務
プロセスリスク・内部環境リスク等を認識し、そのリスクカテゴリー毎
の把握と対応管理責任者の体制を整備します。
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ハ．当社の管理部が、当社グループのリスク統括管理を担当することで、
リスク情報を集約し、内部統制と一体化したリスク管理を推進します。
また、重大な事態が生じた場合には迅速な危機管理対策が実施出来る体
制を整備します。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．職務分掌、職務権限等に関する規程を当社グループの全社が策定し、

組織的、効率的な業務運営を実践します。
ロ．当社グループは、取締役及びその他使用人の職務分掌と権限を社内規

程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保します。
ハ．当社グループは、取締役会を、原則毎月１回開催し、経営上の重要な

項目についての意思決定を行うとともに、必要な経営施策については機
動的に策定していきます。

ニ．当社グループは、取締役、常勤監査役、部長職及び拠点長で構成する
経営会議を原則毎月１回開催し、業務上の重要課題について報告・検討
を行います。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ．当社は「関係会社管理規程」等の社内規程に従い、子会社各社におけ

る法令等遵守態勢やリスク管理体制の整備等、グループ全体での内部統
制システムを構築します。

ロ．子会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社の取締役
会に報告し、承認を得て行うこととします。

ハ．当社は定期的に子会社と連絡会議を開催し、グループ間の情報共有、
意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図ります。

ニ．当社の内部監査部門は、子会社各社における法令等遵守態勢及びリス
ク管理態勢の状況についての監査を行い、その結果を取締役会に報告す
るとともに、子会社各社に対して監査指摘事項に係る改善報告を求め、
その進捗状況についてフォローします。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて管理部門に所属す
る者を職務の補助にあてるものとします。

⑦　監査役を補助する使用人の独立性及び実効性に関する事項
イ．監査役の職務を補助する使用人に関する人事異動、人事評価、処罰等

については、監査役の承認を得るものとします。
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ロ．監査役より監査業務に関する命令を受けた使用人は、その命令に関し
て、取締役の指揮命令を受けないものとします。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報
告に関する体制

当社グループの取締役及び使用人は、「監査役監査規程」に従い、監
査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、次のよう
な緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとします。

イ．当社の経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財
務上に係る諸問題

ロ．その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象

⑨　監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

当社グループは、監査役に報告した者に対して、当該報告をしたこと
を理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置
等いかなる不利益な取扱いを行わないものとします。

⑩　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に
関する事項

監査役が、職務の執行について生ずる費用の前払または償還の請求を
したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行
に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を
処理するものとします。

⑪　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役と社長及び他の取締役との間で適宜に意見交換会を開催します。
ロ．監査役は、内部監査室との間で、事業年度毎の内部監査計画を協議す

るとともに、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等についての協議
及び意見交換をするなど、常に連携を図るものとします。

ハ．監査役が、必要に応じ外部専門家（弁護士・公認会計士等）に対し意
見を聴取する機会を確保するよう努めます。

⑫　財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に関す

る内部統制システムを構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評
価するとともに、維持・改善に努めるものとします。
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⑬　反社会的勢力による被害を防止するための体制
当社グループは、反社会的勢力とは一切の商取引を行わず、また一切

の関係を遮断することを基本方針とします。また、反社会的勢力による
不当要求に対しては、外部専門機関と連携し、組織として毅然とした対
応に徹し、要求を拒否します。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務執行については、毎月１回通常取締役会を開催しており、当

社の経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督する機関
と位置づけ、取締役が相互に業務執行状況の監視・監督を行うほか、必要に
応じて関係部署の担当者等の出席を求め、報告あるいは意見聴取を行い、取
締役が的確かつ客観的な判断が下せる環境を整えております。

監査役は、取締役会や経営会議などの重要な会議への出席を通じて、また
会計監査人や内部監査部門との情報交換を通じ発言をする機会を設け、当社
の業務の適正を確保するための体制を確認しております。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案して評価範囲を決定し、当
該財務報告に係るプロセスにおける内部統制の有効性評価を行っております。

子会社の内部統制の整備状況は、親会社である当社の内部監査部門が確認
するとともに、当社の会計監査人および内部監査部門が定期的に監査を行い、
改善に努めております。

この事業報告は、注記のない限り、次により記載しております。
（注）１．記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．比率は、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）

科　目 金　額 科　目 金　額
（資産の部） （負債の部）

流動資産 3,384,531 流動負債 2,296,672
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

固定資産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

1,640,144
1,334,286

281,215
27,876

101,007
2,931,235
2,712,465

410,990
181,982

2,109,461
3,077
6,953
1,432
1,432

0
217,338
61,256

116,351
26,500
13,229

買 掛 金 460,710
短 期 借 入 金 1,291,751
一年内返済予定の長期借入金 50,004
未 払 法 人 税 等 74,637
賞 与 引 当 金 48,651
そ の 他 370,918

固定負債 272,463
長 期 借 入 金 79,149
長 期 未 払 金 53,508
長 期 前 受 金 31,711
長 期 前 受 収 益 108,094

負 債 合 計 2,569,135
（純資産の部）

株主資本 3,724,102
資 本 金 211,085
資 本 剰 余 金 200,496
利 益 剰 余 金 3,313,193
自 己 株 式 △673

新株予約権 22,529
純 資 産 合 計 3,746,631

資 産 合 計 6,315,767 負 債 純 資 産 合 計 6,315,767
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書

（平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで ）

（単位：千円）

科 　 目 金 　 額
売 上 高 7,219,968
売 上 原 価 5,566,309

売 上 総 利 益 1,653,658
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,241,624

営 業 利 益 412,034
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,377
受 取 手 数 料 12,601
そ の 他 4,679 18,658

営 業 外 費 用
支 払 利 息 9,624
そ の 他 36 9,660

経 常 利 益 421,032
特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 78 78
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 420,953

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 148,894
法 人 税 等 調 整 額 △4,390 144,504

当 期 純 利 益 276,448
親会社株主に帰属する当期純利益 276,448

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書

（平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 211,085 200,496 3,085,128 △673 3,496,036 17,511 3,513,547

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △48,382 △48,382 △48,382

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 276,448 276,448 276,448

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 5,018 5,018

連結会計年度中の変動額合計 － － 228,065 － 228,065 5,018 233,084

平成29年３月31日　残高 211,085 200,496 3,313,193 △673 3,724,102 22,529 3,746,631

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

連 結 子 会 社 の 数 ４社
主要な連結子会社の名称 株式会社ホンダカーズ東葛

株式会社ティーエスシー
株式会社東葛プランニング
株式会社東葛ボディーファクトリー

⑵　持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は連結会計年度と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産
・商品及び製品

（新車及び中古車）
個別法による原価法を採用しております。
（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定。）
・商品及び製品

（ 部 品 ・ 用 品 ）
最終仕入原価法を採用しております。
（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定。）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

建 物 及 び 構 築 物 ４年～47年
機械装置及び運搬具 ２年～15年
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ロ．無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアにつきまして
は、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

ロ．賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見
込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を
計上しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

によっております。
ロ．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの
適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当連
結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築
物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる連結計算書類に与える影響は軽微であります。

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
受 取 手 形 1,191,751千円
建 物 及 び 構 築 物 226,596千円
土 地 1,271,537千円

計 2,689,884千円
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②　担保に係る債務
短 期 借 入 金 1,291,751千円
１年内返済予定の長期借入金 50,004千円
長 期 借 入 金 79,149千円

計 1,420,904千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額
建 物 及 び 構 築 物 711,335千円
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 252,580千円
そ の 他 56,875千円

計 1,020,791千円

⑶　保証債務
割賦販売によって顧客に販売した自動車にかかる割賦債権については、株

式会社オリエントコーポレーションに集金業務を委託するとともに、同社に
よる支払保証を受けております。なお、当該割賦債権の代金回収予定額の約
束手形を同社から受領しており、当該受取手形1,191,751千円が受取手形及
び売掛金勘定に含まれております。また、このうち59,162千円については、
株式会社オリエントコーポレーションが顧客に対して有する求償権に対し、
当社が顧客のために支払いを再保証しています。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 4,840,000株 －株 －株 4,840,000株

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,701株 －株 －株 1,701株
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⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

平成28年６月27日開催の第50期定時株主総会決議による配当に関する
事項

普通株式の配当に関する事項
・配 当 金 の 総 額 48,382千円
・１株当たり配当額 10円
・基 準 日 平成28年３月31日
・効 力 発 生 日 平成28年６月28日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連
結会計年度になるもの
平成29年６月28日開催予定の第51期定時株主総会において次のとおり
付議いたします。

普通株式の配当に関する事項
・配 当 金 の 総 額 48,382千円
・配 当 の 原 資 利益剰余金
・１株当たり配当額 10円
・基 準 日 平成29年３月31日
・効 力 発 生 日 平成29年６月29日

⑷　当連結会計年度末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来して
いないものを除く）に関する事項
第１回新株予約権（平成23年６月27日決議）

・目的となる株式の種類 普通株式
・目的となる株式の数 26,000株
・新 株 予 約 権 の 数 26個

第２回新株予約権（平成24年６月27日決議）
・目的となる株式の種類 普通株式
・目的となる株式の数 28,000株
・新 株 予 約 権 の 数 28個

第３回新株予約権（平成25年６月26日決議）
・目的となる株式の種類 普通株式
・目的となる株式の数 22,000株
・新 株 予 約 権 の 数 22個
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第４回新株予約権（平成26年６月25日決議）
・目的となる株式の種類 普通株式
・目的となる株式の数 19,000株
・新 株 予 約 権 の 数 19個

第５回新株予約権（平成27年６月26日決議）
・目的となる株式の種類 普通株式
・目的となる株式の数 17,000株
・新 株 予 約 権 の 数 17個

第６回新株予約権（平成28年６月27日決議）
・目的となる株式の種類 普通株式
・目的となる株式の数 20,400株
・新 株 予 約 権 の 数 204個

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社は投資計画に基づき、必要な資金を調達しております。運転資金に

ついては銀行借入により調達しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。当社及び連結子会社の顧客のほとんどは個人顧客であります。当
社及び連結子会社は経理規程の債権・債務要綱に従い、顧客毎に期日及び
残高の管理をしており、回収懸念先につきましては必要な保全措置を講じ
ております。

長期貸付金は不動産賃貸借契約に係る建設協力金であります。
差入保証金は不動産賃貸借契約に係る敷金・保証金であります。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であり

ます。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還

日は最長で決算日後３年であります。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価は、市場価格がないため合理的に算定された価額によっ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあり
ます。

－ 27 －

連結注記表



⑵　金融商品の時価に関する事項
平成29年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりであります。
連結貸借対照表計上額

（千円）
時　　価
（千円）

差　　額
（千円）

⑴ 現 金 及 び 預 金 1,640,144 1,640,144 －

⑵ 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,334,286 1,336,903 2,617

⑶ 長 期 貸 付 金 61,256 61,328 72

⑷ 差 入 保 証 金 116,351 115,534 △816

資 産 計 3,152,039 3,153,912 1,873

⑴ 買 掛 金 460,710 460,710 －

⑵ 短 期 借 入 金 1,291,751 1,291,751 －

⑶ １ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 50,004 50,004 －

⑷ 未 払 法 人 税 等 74,637 74,637 －

⑸ 長 期 借 入 金 79,149 78,654 △494

負 債 計 1,956,251 1,955,756 △494
（注）１．金融商品の時価の算定方法

資　産
⑴　現金及び預金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

⑵　受取手形及び売掛金、⑶　長期貸付金、⑷　差入保証金
これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回

りで割り引いて算定する方法によっております。

負　債
⑴　買掛金、⑵　短期借入金、⑶　１年内返済予定の長期借入金、
⑷　未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

⑸　長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規

借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法
によっております。
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２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現 金 及 び 預 金 1,640,144 － － －

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 715,722 618,564 － －

長 期 貸 付 金 － 39,901 19,815 1,539

合 計 2,355,866 658,465 19,815 1,539

３．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短 期 借 入 金 1,291,751 － － － － －

長 期 借 入 金 50,004 50,004 29,145 － － －

合 計 1,341,755 50,004 29,145 － － －

６．１株当たり情報に関する注記
⑴ １ 株 当 た り 純 資 産 額 769円71銭
⑵ １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 57円13銭
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
科　目 金　額 科　目 金　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 533,765 流動負債 60,957

現 金 及 び 預 金

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固定資産

有 形 固 定 資 産

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

投 資 損 失 引 当 金

393,211

137,081

1,915

1,557

2,247,164

1,499

1,499

1,432

1,432

0

2,244,232

2,299,862

30,732

△86,363

未 払 金 9,304
未 払 費 用 2,459
未 払 法 人 税 等 44,060
預 り 金 957
賞 与 引 当 金 4,175

固定負債 5,180
長 期 未 払 金 5,180

負 債 合 計 66,137
（純資産の部）

株主資本 2,692,263
資 本 金 211,085
資 本 剰 余 金 200,496

資 本 準 備 金 200,496
利 益 剰 余 金 2,281,355

利 益 準 備 金 20,250
その他利益剰余金 2,261,105

別 途 積 立 金 1,580,000
繰越利益剰余金 681,105

自 己 株 式 △673
新株予約権 22,529

純 資 産 合 計 2,714,792
資 産 合 計 2,780,929 負 債 純 資 産 合 計 2,780,929

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損　益　計　算　書

（平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで ）

（単位：千円）

科 　 目 金 　 額

売 上 高 210,744

売 上 総 利 益 210,744

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 168,053

営 業 利 益 42,690

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 70,000

そ の 他 557 70,557

営 業 外 費 用

そ の 他 36 36

経 常 利 益 113,212

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 3 3

税 引 前 当 期 純 利 益 113,208

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 15,671

法 人 税 等 調 整 額 △1,153 14,518

当 期 純 利 益 98,690

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

（平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 211,085 200,496 200,496 20,250 1,580,000 630,797 2,231,047

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △48,382 △48,382

当 期 純 利 益 98,690 98,690

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － － － 50,307 50,307

平 成 2 9 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 211,085 200,496 200,496 20,250 1,580,000 681,105 2,281,355

株主資本
新株

予約権
純資産
合計自己株式

株主資本
合計

平 成 2 8 年 ４ 月 １ 日 　 残 高 △673 2,641,956 17,511 2,659,467

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △48,382 △48,382

当 期 純 利 益 98,690 98,690

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

5,018 5,018

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 50,307 5,018 55,325

平 成 2 9 年 ３ 月 3 1 日 　 残 高 △673 2,692,263 22,529 2,714,792

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
関 係 会 社 株 式 移動平均法による原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４
月１日以降に取得した建物附属設備及び構築
物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

工具、器具及び備品 ３年～６年

② 無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアにつきまして
は、社内における利用可能期間（５年）に基
づいております。

⑶　引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 投 資 損 失 引 当 金 関係会社への投資に係る損失に備えるため、
当該会社の財政状態及び回収可能性を勘案し
て必要額を見積もって計上しております。

③ 賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見
込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上
しております。

⑷　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式

によっております。
② 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの
適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事
業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に
係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる計算書類に与える影響はありません。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額

工 具 、 器 具 及 び 備 品 14,621千円

⑵　保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し、債務保証を行ってお

ります。
株式会社ホンダカーズ東葛 129,153千円

次の関係会社について、本田技研工業株式会社からの仕入に対し、債務保
証を行っております。

株式会社ホンダカーズ東葛 435,684千円

⑶　関係会社に対する金銭債権・債務
短 期 金 銭 債 権 137,081千円

⑷　取締役に対する長期金銭債務
長期未払金5,180千円は、平成23年６月27日開催の第45期定時株主総会に

おいて承認可決された取締役の役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給に
かかる債務であります。

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

売 上 高 210,744千円
営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 70,000千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,701株 －株 －株 1,701株
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６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未 払 事 業 税 267千円
賞 与 引 当 金 1,281千円
投 資 損 失 引 当 金 26,297千円
そ の 他 5,466千円

繰延税金資産小計 33,313千円
評 価 性 引 当 額 △665千円

繰延税金資産合計 32,647千円

７．関連当事者との取引に関する注記
関連会社等

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社 株式会社ホンダ
カ ー ズ 東 葛

所有
直接　100.0％

経 営 指 導

経営指導料等
（注）１ 164,400

未 収 入 金
42,492

連結納税に伴
う個別帰属額 62,150 62,150

役 員 の 兼 任 債 務 保 証
（注）２ 129,153 － －

債 務 保 証
（注）３ 435,684 － －

子 会 社 株式会社ティー
エ ス シ ー

所有
直接　100.0％

経 営 指 導
経営指導料等
（注）１ 44,532

未 収 入 金
12,204

役 員 の 兼 任 連結納税に伴
う個別帰属額 18,481 18,481

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．経営指導料等は、関係会社管理規程及び内容等を勘案し、交渉

の上決定しております。
２．保証債務は、金融機関からの借入債務に対し、当社が債務保証

を行っております。なお、債務保証について保証料の受取はあ
りません。

３．保証債務は、本田技研工業株式会社からの仕入債務に対し、当
社が債務保証を行っております。なお、債務保証について保証
料の受取はありません。

４．取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には消
費税等を含めております。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴ １ 株 当 た り 純 資 産 額 556円44銭
⑵ １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 20円39銭
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年５月15日
株式会社東葛ホールディングス

取締役会　御中
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 晃 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岡 　 賢 治 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社東葛ホールディングスの
平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社東葛ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年５月15日
株式会社東葛ホールディングス

取締役会　御中
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 晃 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岡 　 賢 治 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社東葛ホールディン
グスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第51期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

⑵　各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門
その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に
努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決
裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から
成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当

であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

平成29年５月22日
株式会社東葛ホールディングス監査役会

常 勤 監 査 役 川 合 高 久 ㊞
監 査 役 羽 多 埜 　 静 　 夫 ㊞
社 外 監 査 役 佐 藤 裕 一 ㊞
社 外 監 査 役 熊 澤 亮 輔 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
・期末配当に関する事項

第51期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事
業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
１．配当財産の種類

金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は48,382,990円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年６月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役３名選任の件
取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つ

きましては、経営体制の効率化のために１名減員し、取締役３名の選任をお
願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
いし
石

づか
塚

とし
俊

ゆき
之

(昭和34年２月19日)

昭和56年 ４ 月 株式会社不二ホンダ（現株式会
社東葛ホールディングス）入社

109,700株

平成13年 ５ 月 当社取締役就任　サービス部長
平成15年 ６ 月 当社代表取締役社長就任

（現任）
平成19年 ４ 月 株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役社長就任
平成19年 ４ 月 株式会社ティーエスシー

取締役就任（現任）
平成20年 ４ 月 株式会社東葛プランニング

代表取締役社長就任（現任）
平成28年 １ 月 株式会社ホンダカーズ東葛

代表取締役会長就任（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社東葛プランニング　　代表取締役社長
株式会社ホンダカーズ東葛　　代表取締役会長
株式会社ティーエスシー　　　取締役

２
まつ
松

した
下

よし
吉

たか
孝

(昭和28年８月７日)

昭和57年 ２ 月 株式会社ホンダベルノ東葛入社
松戸店工場長

109,700株

平成 ５ 年 ９ 月 株式会社ホンダクリオ東葛（現
株式会社東葛ホールディング
ス）転籍　柏店店長

平成 ９ 年 ４ 月 当社取締役就任
営業部長兼本店店長

平成19年 ４ 月 株式会社ティーエスシー
代表取締役社長就任

平成19年 ４ 月 株式会社ホンダカーズ東葛
取締役就任

平成26年10月 株式会社東葛ボディーファクトリー
代表取締役社長就任（現任）

平成28年 １ 月 当社代表取締役副社長就任
事業戦略本部長兼新車事業部長
（現任）

平成28年 １ 月 株式会社ホンダカーズ東葛
代表取締役社長就任（現任）

平成28年 １ 月 株式会社ティーエスシー
代表取締役会長就任（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社ホンダカーズ東葛　　代表取締役社長
株式会社東葛ボディーファクトリー　　代表取締役社長
株式会社ティーエスシー　　　代表取締役会長
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候補者
番　号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３
い
伊

とう
藤

じゅん
淳

いち
一

(昭和37年１月15日)

昭和63年 ３ 月 株式会社ホンダベルノ東葛入社

38,800株

平成11年 ６ 月 同社取締役就任
営業部長兼本店店長

平成15年 ６ 月 当社取締役就任
平成19年 ４ 月 当社取締役兼中古車事業部長

（現任）
平成19年 ４ 月 株式会社ティーエスシー

常務取締役就任
平成19年 ４ 月 株式会社ホンダカーズ東葛

取締役就任（現任）
平成28年 １ 月 株式会社ティーエスシー

代表取締役社長就任（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社ティーエスシー　　　代表取締役社長
株式会社ホンダカーズ東葛　　取締役

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は、社外取締役を置いておりません。
当社の経営体制は社内取締役４名、監査役４名（うち社外監査役

２名）の計８名で構成されており、当社の規模等を踏まえますと、
現行の体制が最も機動的かつ効率的な経営を行える体制と判断して
おりましたので、社外取締役選任による取締役の員数増はこのよう
な機動性かつ効率性の阻害要因となりかねないこと、また、当社の
創業者である齋藤國春氏が33.2％の当社株式を有する大株主であ
り、創業者によるガバナンスが効いていることなどから、社外取締
役を置くことは相当ではないと判断いたしました。

社外取締役を置くことにつきましては、今後とも当社に最適なコ
ーポレートガバナンスを目指し、周囲の環境や市場動向の状況等も
勘案しつつ引き続き検討を重ねて参りたいと存じます。
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第３号議案　監査役１名選任の件
監査役川合　高久及び羽多埜　静夫の両氏は、本総会終結の時をもって任

期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであ
ります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候
補者は、次のとおりであります。

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

※
よし
吉

い
井

 
　

とおる
徹

(昭和36年７月26日)

平成 ７ 年11月 株式会社ホンダクリオ東葛（現株式会
社東葛ホールディングス）入社

32,900株

平成15年 ６ 月 当社取締役就任
管理本部長兼管理部長

平成19年 ４ 月 当社常務取締役就任
管理本部長兼管理部長（現任）

平成19年 ４ 月 株式会社ホンダカーズ東葛
取締役就任（現任）

平成23年 ６ 月 株式会社東葛プランニング
取締役就任（現任）

平成26年10月 株式会社東葛ボディーファクトリー
取締役就任（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社ホンダカーズ東葛　　　　　取締役
株式会社東葛プランニング　　　　　取締役
株式会社東葛ボディーファクトリー　　　　　取締役

（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。
２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．吉井　徹氏は、本総会終結の時をもって、当社取締役を退任いた

します。
以　上
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株主総会会場ご案内図

会場／千葉県柏市末広町14-１
ザ・クレストホテル柏　４階　クレストルーム

電話　04-7146-1111

髙
島
屋

至 千葉

至 取手

至 東口

東武野田線

至 松戸＜  東  口  ＞

＜  西  口  ＞

駅前ロータリー

ＪＲ常磐線

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

木曽路

Ｇ.Ｓ

Ｊ Ｒ 柏 駅
東 武 柏 駅

呼塚陸橋

至 野田
常磐自動車道柏I.C

国 

道 　

 

号 

線

16

りそな銀行

国 道 ６ 号 線

ニッポン
レンタカー

至 豊四季団地

交番

ザ･クレストホテル柏

あけぼの
末広町

柏駅西口 旭町交番前
２丁目

交通　ＪＲ常磐線・東武野田線
　　　柏駅西口　徒歩２分
　※　駐車場の準備はしておりませんので、ご了承

のほどお願いいたします。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図


